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■ 何が起きていたのか
　いま国会で重要な問題が取り上げられています。
　立憲民主党の小西洋之参院議員が、放送法の解釈を
安倍政権が2015年に変更したとする総務省の行政文
書を示し、当時の総務大臣であった高市経済安保担当
相を追求しています。当時高市氏は放送法４条の「政
治的に公平」であることについて、放送される一つの
番組においても公平に扱われるべきであり、行政とし
ても目に余る場合は電波停止も考えられるとの国会答
弁をしていました。第４条２の「政治的に公平である
こと。」についての従来解釈は放送される番組全体、
つまり放送してきた期間をも含めて公平であるかを判
断すべきとしています。　　　
■ 何が問題なのか
　当該文書について総務省は行政文書であることを認
め、HPで78ページ分を公開しています。
　これ以外にも存在するかは不明ですが、内容を見る
と首相補佐官が主導的に総務省に対し解釈の変更を要
請している様子が赤裸々につづられています。やりと
りの過程で総務省から官邸への出向者の首相秘書官が
「メディアも萎縮するだろう。言論弾圧ではないか」
など懸念し抵抗を示すところもみえるが安倍首相が補
佐官に同意することで高市氏の答弁につながることに
なっています。高市大臣は小西議員からの質問、「文
書が捏造でなかったら議員を辞めるか」に対し「結構

ですよ」と答弁しました。しかし、ことの問題は
ここではありません。
■ しっかり理解しておきたいこと
　放送法の成立は昭和25年です。先の戦争におい
て放送はNHKラジオのみ、しかも政府の管理下に
おかれ国民は臣民として一方的な情報を与えられる
のみでした。当然ながら戦争反対などの意見は黙殺
され、結果として悲惨な敗戦へとつながってしまい
ました。この反省を踏まえ憲法により主権者国民の
ものとすべく、放送には政府・政治は干渉してはな
らないとの考えのもと、憲法が保障する表現の自由
を確保すると定められました。政府はこの度のこと
で「公平性」にあたかも関与できるとの考えを持ち
出してきていますが法が示す意図は、意見が異なる
主権者相互の公平性であり、決して政府も含めての
ことではありません。ここが最も重要なところで、
政府がいう「解釈」や「補充」などは全くの誤りで
す。放送法を例えで説明すれば自動車道路を作るの
が政府、出来た道路を利用し自由なところに行くの
は国民で、行き先また運転に干渉などしてはならな
いということです。しかし現状は高市答弁が生きて
います。私たちは放送を担う人々と共にこの機会を
捉え、停波また番組への政府、政治の干渉は違法で
あることを明確にし、放送法をわたしたち国民のも
のに取り戻さなければなりません。
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竹内浩三
昭和20年4月9日
フィリッピンバギオ北方1052高地にて戦死 享年23歳
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